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(57)【要約】
【目的】　本発明の目的は、持ち運びが便利なように小
型軽量化を図ることができるバーベキューグリルを提供
する。
【構成】　バーベキューグリルＡは、グリル本体１００
と、このグリル本体１００に着脱自在に取り付けられ且
つ上面が開放された炭受け部２００と、グリル本体１０
０に取り付けられる鉄板３００と、炭受け部２００内に
鉄板３００と略平行に中空配置される略矩形状のセラミ
ック板４００（断熱部材）とを備えている。このセラミ
ック板４００上で炭などが燃焼されることにより、鉄板
３００上の調理対象物が調理される。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリル本体と、このグリル本体に設けられ且つ少なくとも上面が開放された炭受け部と
、この炭受け部の内底部位又は外底部位に配置され且つセラミックその他の遠赤外線放射
物質が素材として使用された断熱部材とを具備したことを特徴とするバーベキューグリル
。
【請求項２】
　前記断熱部材が前記炭受け部の内底部位に配置される場合の請求項１記載のバーベキュ
ーグリルにおいて、前記断熱部材が前記炭受け部の内底面に接触することなく浮かせて水
平に中空支持されていることを特徴とするバーベキューグリル。
【請求項３】
　請求項２記載のバーベキューグリルにおいて、前記炭受け部は、その内底部位に設けら
れ且つ前記断熱部材の縁部下側に接触可能な支持手段を有していることを特徴とするバー
ベキューグリル。
【請求項４】
　請求項１記載のバーベキューグリルにおいて、前記グリル本体は脚部を有していること
を特徴とするバーベキューグリル。
【請求項５】
　請求項１記載のバーベキューグリルにおいて、前記グリル本体と前記炭受け部とが一体
化されていることを特徴とするバーベキューグリル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアウトドアで使用するバーベキューグリルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のバーベキューグリルには、『少なくとも上面部が開放された炭受け部と、この
炭受け部が取り付けられるフレームとを具備しており、前記炭受け部は、炭受け部の縁部
に形成された下向きの受け溝にフレームの一部が嵌まり込むことでフレームに取り付けら
れることを特徴とするバーベキューグリル』がある（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－６１８３２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなバーベキューグリルにおいては、持ち運びが便利なように小型軽量化を図る
ことが要請されている。
【０００５】
　しかしながら、上記従来例による場合、炭の燃焼エネルギーによる熱的損傷を受けない
ようにグリル全体に耐熱設計を施すことが必要不可欠であり、この面で小型軽量化を図る
ことが困難である。また、グリル全体が大型であると、熱効率を高くすることも困難であ
り、燃料代が高くなるという別の問題もある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みて創案されたものであり、小型軽量化を容易に図ることが可能
なバーベキューグリルを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るバーベキューグリルは、グリル本体と、このグリル本体に設けられ且つ少
なくとも上面が開放された炭受け部と、この炭受け部の内底部位又は外底部位に配置され
且つセラミックその他の遠赤外線放射物質が素材として使用された断熱部材とを具備して
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いる。
【０００８】
　断熱部材については、炭受け部の内底面に接触することなく浮かせて水平に中空支持さ
れた形態にすることが望ましい。この場合、炭受け部については、その内底部位に設けら
れ且つ前記断熱部材の縁部下側に接触可能な支持手段を有したものとすると良い。
【０００９】
　グリル本体については脚部を有したものを使用することができる。また、前記グリル本
体と前記炭受け部とを一体化することも可能である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るバーベキューグリルは、炭受け部の内底部位又は外底部位に配置され且つ
セラミックその他の遠赤外線放射物質が素材として使用された断熱部材を備えていること
から、炭受け部に入れられた炭等が燃焼して発生した熱が断熱部材により遮蔽され、その
分だけ炭受け部又はグリル本体の底部につき熱的影響を受ける度合いが小さくなる。よっ
て、炭受け部又はグリル本体の底部の耐熱処理の軽減したり、炭受け部又はグリル本体の
底部と炭等の燃焼箇所との間の空間を小さくしたりすることができ、その結果、炭受け部
又はグリル本体の小型軽量化を図ることが可能になる。しかも断熱部材が加熱されるに伴
って遠赤外線が放射され、調理対象の肉、魚、野菜等の有機物に吸収される。その結果、
調理対象物の加熱エネルギーが大きくなり、その分だけ熱効率が高くなり、燃料代を安く
することが可能になる。よって、断熱部材を用いない場合と比べて、炭等の燃料材を少な
くすることができることから、炭受け部又はグリル本体の底部につき熱的影響を受ける度
合いを小さくすることができ、この点でも、上述の通り、炭受け部及びグリル本体の小型
軽量化を図ることができる。
【００１１】
　上記バーベキューグリルについて、断熱部材が炭受け部の内底面に接触することなく浮
かせて水平に中空支持された構成となっている場合、炭等が燃焼して発生した熱が、断熱
部材と、炭受け部の内底面と断熱材との間の空気層との双方により遮蔽され、その結果、
熱的遮蔽効果が高くなる。よって、炭受け部の底面につき熱的影響を受ける度合いが小さ
くなり、これに伴って一層の小型軽量化を図ることが可能になる。
【００１２】
　上記炭受け部について、その内底部位に設けられ且つ前記断熱部材の縁部下側に接触可
能な支持手段を有している場合、炭受け部に対して断熱部材を容易に取り外しすることが
可能であることから、使い勝手が良いという効果も有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態に係るバーベキューグリルを下記図面を参照しつつ説明する
。図１は本発明の実施の形態に係るバーベキューグリルの概略的分解斜視図、図２は本発
明の実施の形態に係るバーベキューグリルの概略的側面図である。
【００１４】
　図１及び図２に示すバーベキューグリルＡは、グリル本体１００と、このグリル本体１
００に着脱自在に取り付けられる上面が開放された平面視略矩形状の炭受け部２００と、
グリル本体１００に取り付けられる鉄板３００と、炭受け部２００内に鉄板３００と略平
行に中空配置される略矩形状のセラミック板４００（断熱部材）とを備えている。以下、
各構成部品について詳しく説明する。
【００１５】
　グリル本体１００は、平面視略ロ字形状のベース部１１０と、このベース部１１０の両
長辺に各々取り付けられた下向き略凹字形状の一対の脚部１２０と、ベース部１１０の両
長辺に脚部１２０と共に各々取り付けられた側面視略コ字状の金属板材である一対のガイ
ド部１３０を有している。
【００１６】
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　ベース部１１０は、パイプ材を折曲した２つの略凹字形状のベース凹字部材１１１と、
このベース凹字部材１１１の両端部を各々接続する直線状のパイプ材である２本のベース
中間部材１１２とから構成されている（なお、図１ではベース中間部材１１２は１本のみ
が見えている）。ベース凹字部材１１１の中間部はベース部１１０の短辺を、ベース凹字
部材１１１の両端部及びベース中間部材１１２はベース部１１０の長辺をそれぞれ形成し
ている。
【００１７】
　各脚部１２０は、パイプ材を折曲した下向き略凹字形状の脚部凹字部材１２１と、この
脚部凹字部材１２１の両端部に接続される２本の脚部連結部材１２２とを有している。
【００１８】
　各脚部凹字部材１２１の中間部はベース部材１１０の両長辺上にガイド部１３０の上辺
部１３１と共にボルト１４０で取り付けられる。これにより脚部１２０がベース部材１１
０に取り付けられる。また、脚部凹字部材１２１の中間部はベース部１１０の長辺より若
干長く設定されている。このため、脚部凹字部材１２１の両端部がベース部１１０に干渉
しないようになっている。また、脚部凹字部材１２１の中間部上には鉄板３００が載置さ
れ、ボルト１４０で取り付けられる。なお、鉄板３００の周縁部には、ボルト１４０が嵌
まり込む４つの位置決め用の開口３１０が開設されている。
【００１９】
　各脚部連結部材１２２は２本のパイプ材が長さ方向に連結されたものである。この２本
のパイプ材は着脱可能になっており、その一方を他方から取り外すことにより又は双方を
脚部凹字部材１２１から取り外すことにより、バーベキューグリルＡの高さ調節が可能に
なっている。具体的には、脚部連結部材１２２の２本のパイプ材が脚部凹字部材１２１に
連結されている場合には、バーベキューグリルＡは立食状態のバーベキューに使用される
ハイスタンド型となる。脚部連結部材１２２の先端側（一方）のパイプ材が基端側（他方
）のパイプ材から取り外されている場合には、バーベキューグリルＡは、地面等に座った
状態で行われるバーベキューに使用されるロースタンド型となる。更に、脚部連結部材１
１２の２本のパイプ材を脚部凹字部材１２１の両端部から取り外した場合（脚部連結部材
１１２を使用しない場合）には、バーベキューグリルＡをテーブル上等に載置して使用さ
れる卓上型となる。
【００２０】
　各ガイド部１３０は、上辺部１３１と、下辺部１３２と、上辺部１３１と下辺部１３２
との間を連結する中間部１３３とを有し、上辺部１３１及び下辺部１３２が中間部１３３
に対して略直角に同方向に折り曲げられた形状となっている。
【００２１】
　上辺部１３１は、脚部１２０の脚部凹字部材１２１の中間部とベース部材１１０の長辺
との間に挟まれた状態で、脚部凹字部材１２１の中間部と共にベース部材１１０の長辺に
ボルト１４０で取り付けられる。
【００２２】
　中間部１３３の幅寸法は、ベース部１１０を構成するパイプ材の直径より大きく設定さ
れている。このため、ガイド部１３０の下辺部１３２とベース部１１０との間には隙間が
形成される。
【００２３】
　下辺部１３２は炭受け部２００のフランジ部２１０をスライド自在に係止する係止片で
ある。
【００２４】
　炭受け部２００は、金属板材がプレス成型されることにより作成された平面視略矩形状
の薄皿体であって、略矩形状の底板２３０と、この底板２３０の長さ方向の両端に略直角
に立設された逆台形状の両側板２２０と、底板２３０の幅方向の両端上に傾斜状態で立設
され且つ両側板２２０の両端同士を各々接続する両傾斜板２４０と、この両傾斜板２４０
の縁部に各々外側に向けて設けられた一対のフランジ部２１０とを有している。



(5) JP 2010-12044 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

【００２５】
　フランジ部２１０はガイド部１３０の下辺部１３２上に載置され、係止される。これに
より炭受け部２００がグリル本体１００にスライド可能に取り付けられる。
【００２６】
　両傾斜板２４０には一対の段差部２４１が各々設けられている。この段差部２４１がセ
ラミック板４００の縁部を下側から支持する。これにより、セラミック板４００が炭受け
部２００内で中空支持される。
【００２７】
　底板２３０の中心部にはガード棒１５０が取り付けられている。このガード棒１５０の
高さ寸法は、底板２３０の面上からベース凹字部材１１１までの垂直距離よりも大きく、
底板２３０の面上から脚部凹字部材１２１の中間部上の鉄板３００の下面までの垂直距離
よりも小さくなっている。このため、炭受け部２００がグリル本体１００から引き出され
ると、ガード棒１５０がベース部１１０のベース凹字部材１１１に当接し、炭受け部２０
０の移動をストップさせる。このため、炭受け部２００を引き出しすぎて落下するという
事故を未然に防止することができる。
【００２８】
　セラミック板４００は厚さ５ｍｍ～２０ｍｍのセラミック板を用いている。このセラミ
ック板４００にはガード棒１５０が挿入される挿入孔４１０が開設されている。
【００２９】
　このような構成のバーベキューグリルＡは、炭受け部２００の段差部２４１上に載置さ
れ、当該炭受け部２００内に中空支持されたセラミック板４００上に炭を載せた状態で、
バーベキューが行われる。そして、炭を追加する場合には、炭受け部２００のフランジ部
２１０をガイド部１３０の下辺部１３２に沿ってスライドさせ、炭受け部２００を鉄板３
００の下から引き出す。この状態で炭を追加する。炭が追加できたならば、炭受け部２０
０を元の位置、すなわち鉄板３００の下にスライドして戻す。
【００３０】
　なお、使用後の洗浄等のために炭受け部２００をガイド部１３０から完全に引き出すと
きには、炭受け部２００を引き出しながら斜め上方向に傾けて、ガード棒１５０とベース
凹字部材１１１との接触を回避させることで行う。
【００３１】
　上述したバーベキューグリルＡによる場合、セラミック板４００が炭置きとして炭受け
部２００内に鉄板３００と略平行に中空配置されている。このため、炭の燃焼により発生
する熱がセラミック板４００及びセラミック板４００と炭受け部２００の底板２３０との
間に形成される空気層により遮断され、その分だけ炭受け部２００の底板２３０に対する
熱的影響を受ける度合いが小さくなる。よって、炭置きであるセラミック板４００と炭受
け部２００の底板２３０との距離を小さくすることができ、炭受け部２００の薄型化を図
ることができ、その結果、コンパクトで持ち運びが容易なバーベキューグリルＡを得るこ
とができる。
【００３２】
　しかも、セラミック板４００上で炭を燃焼させることにより、当該セラミック板４００
から遠赤外線が放射され、鉄板３００上の調理対象の肉、魚、野菜等の有機物に吸収され
る。その結果、調理対象物の加熱エネルギーが大きくなり、その分だけ熱効率が高くなる
ため、セラミック板４００を設置しない場合と比べて、少ない炭で調理対象物を調理する
ことができる。また、炭の量を減らすことができることから、当該炭の燃焼により発生す
る熱が炭受け部２００の底板２３０に与える熱的影響を低減することができる。よって、
この点でも、上述の通り、炭受け部２００の薄型化を図ることができる。
【００３３】
　なお、上述したバーベキューグリルは、特許請求の範囲の趣旨に適う限り任意に設計変
更することが可能である。以下、各構成部品について詳しく述べる。
【００３４】
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　セラミック板４００は、セラミックその他の遠赤外線放射物質が素材として使用された
断熱部材である限りどのようなものを用いても構わない。前記素材としては、耐熱性を有
し且つ表面温度を高くすることにより遠赤外線エネルギーが多く放射される天然又は人工
のセラミック類であることが好ましいが、これに限定されるものではない。前記素材の他
の例としては、ガラス類等がある。また、この断熱部材は、板状体に限定されるものでは
なく、例えば、セラミック繊維織布や網状のセラミック板等を用いることができる。
【００３５】
　また、上記実施例では、セラミック板４００は炭受け部２００内に中空支持されるとし
たが、これに限定されるものではない。例えば、セラミック板４００を炭受け部２００の
底板２３０上に設置するようにしても良い。この場合、炭受け部２００に段差部２４１等
の支持手段を設ける必要がないので、炭受け部２００の構成を簡単化することができる。
【００３６】
　また、セラミック板４００は炭置きであるとしたが、これに限定されるものではない。
従って、セラミック板４００の上方に網等の炭置きを配置することも可能であるし、セラ
ミック板４００は底板２３０の下側に取り付けることも可能である。特に、グリル本体が
炭受け部２００を収容するボックス形状である場合には、セラミック板４００を底板２３
０の下側に取り付けることによって、セラミック板４００により炭の燃焼により発生する
熱を遮断し、炭受け部２００下のグリル本体の底部に与える熱的影響を低減することがで
き、その結果、当該グリル本体の薄型化を図ることができる。
【００３７】
　炭受け部２００については、炭の他に薪等の燃料材を入れることができる箱状体である
限り、任意に設計変更することが可能である。
【００３８】
　上記実施例では、セラミック板４００等の断熱部材を支持する支持手段として、炭受け
部２００に段差部２４１が設けられているとしたが、これに限定されるものではない。即
ち、前記支持手段としては断熱部材を支持し得るものである限り任意に設計変更すること
が可能である。例えば、炭受け部２００の両傾斜板２４０又は両側板２２０の一部をカッ
トし、内側に折り曲げることにより作成された係止片とすることも可能である。また、断
熱部材が上述したセラミック繊維織布である場合には、ビスなどを用いて炭受け部２００
に貼付することも可能である。
【００３９】
　グリル本体１００については、炭受け部２００が設置可能なものである限り任意に設計
変更することが可能である。従って、グリル本体は炭受け部２００を収容するボックス形
状とすることができる。また、グリル本体と炭受け部とを一体化し、炭などの燃料材が入
れられる箱状体とすることが可能である。この一体化したものに脚部を設けるか否かは任
意に選択設定可能である。
【００４０】
　また、ガイド部１３０については、下辺部１３２同士を連結して板状体とすることによ
り、炭受け部２００からの熱を遮断することができる。また、前記板状体上に凹状の水溜
部を形成することにより、熱遮断性を向上させることもできる。
【００４１】
　鉄板３００は網等の食材を載せることができる調理具に置換可能である。
【００４２】
　なお、本発明は、ハイスタンド型のバーベキューグリルだけでなく、ロースタンド型や
卓上型等のバーベキューグリルに適用可能である。なお、各構成部品の形状や数について
は同様の機能を実現し得る限り任意に設計変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態に係るバーベキューグリルの概略的分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るバーベキューグリルの概略的側面図である。
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【符号の説明】
【００４４】
　１００　　グリル本体
　１２０　　脚部
　２００　　炭受け部
　２３０　　底板
　２４１　　段差部（支持手段）
　４００　　セラミック板（断熱部材）

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月24日(2009.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリル本体と、このグリル本体に着脱自在に取り付けられる少なくとも上面が開放され
た炭受け部と、この炭受け部の内底部位に配置され且つセラミックその他の遠赤外線放射
物質が素材として使用された断熱部材とを具備しており、前記断熱部材は炭受け部の内底
面に接触することなく浮かせて水平に中空支持されており、前記炭受け部の対向する縁部
にはフランジ部が設けられており、前記グリル本体には前記フランジ部が係止されるガイ
ド部が設けられており、前記グリル本体には前記フランジ部が係止されるガイド部が設け
られており、前記炭受け部はガイド部に沿ってスライド可能になっており、グリル本体に
設けられたパイプ材を折曲、接続して構成したベース部と、炭受け部に立設されたガード
棒とが設けられ、前記ガード棒は、炭受け部をグリル本体に取り付けると、先端が前記ベ
ース部より上方に位置し、前記断熱部材は前記ガード棒を挿入される挿入孔が開設されて
いることを特徴とするバーベキューグリル。
【請求項２】
　請求項１記載のバーベキューグリルにおいて、前記炭受け部は、その内底部位に設けら
れ且つ前記断熱部材の縁部下側に接触可能な支持部を有していることを特徴とするバーベ
キューグリル。
【請求項３】
　請求項１記載のバーベキューグリルにおいて、前記グリル本体は脚部を有していること
を特徴とするバーベキューグリル。
【請求項４】
　請求項１記載のバーベキューグリルにおいて、前記グリル本体と前記炭受け部とが一体
化されていることを特徴とするバーベキューグリル。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係るバーベキューグリルは、グリル本体と、このグリル本体に着脱自在に取り
付けられる少なくとも上面が開放された炭受け部と、この炭受け部の内底部位に配置され
且つセラミックその他の遠赤外線放射物質が素材として使用された断熱部材とを具備して
おり、前記断熱部材は炭受け部の内底面に接触することなく浮かせて水平に中空支持され
ており、前記炭受け部の対向する縁部にはフランジ部が設けられており、前記グリル本体
には前記フランジ部が係止されるガイド部が設けられており、前記グリル本体には前記フ
ランジ部が係止されるガイド部が設けられており、前記炭受け部はガイド部に沿ってスラ
イド可能になっており、グリル本体に設けられたパイプ材を折曲、接続して構成したベー
ス部と、炭受け部に立設されたガード棒とが設けられ、前記ガード棒は、炭受け部をグリ
ル本体に取り付けると、先端が前記ベース部より上方に位置し、前記断熱部材は前記ガー
ド棒を挿入される挿入孔が開設されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　炭受け部は、その内底部位に設けられ且つ前記断熱部材の縁部下側に接触可能な支持手
段を有したものとするとよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に係るバーベキューグリルは、炭受け部の内底部位又は外底部位に配置され且つ
セラミックその他の遠赤外線放射物質が素材として使用された断熱部材を備えていること
から、炭受け部に入れられた炭等が燃焼して発生した熱が断熱部材により遮蔽され、その
分だけ炭受け部又はグリル本体の底部につき熱的影響を受ける度合いが小さくなる。よっ
て、炭受け部又はグリル本体の底部の耐熱処理を軽減したり、炭受け部又はグリル本体の
底部と炭等の燃焼箇所との間の空間を小さくしたりすることができ、その結果、炭受け部
又はグリル本体の小型軽量化を図ることが可能になる。しかも断熱部材が加熱されるに伴
って遠赤外線が放射され、調理対象の肉、魚、野菜等の有機物に吸収される。その結果、
調理対象物の加熱エネルギーが大きくなり、その分だけ熱効率が高くなり、燃料代を安く
することが可能になる。よって、断熱部材を用いない場合と比べて、炭等の燃料材を少な
くすることができるから、炭受け部又はグリル本体の底部につき熱的影響を受ける度合い
を小さくすることができる。この点でも、上述の通り、炭受け部及びグリル本体の小型軽
量化を図ることができる。
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